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花巻市指定管理者制度に関する指針 

                               平成１８年９月１日制定 

                               平成１９年７月１日改正 

                                                              平成２１年４月１日改正 

                               平成２３年11月９日改正 

１１１１    公公公公のののの施設施設施設施設のののの管理管理管理管理    

平成１５年９月に地方自治法の改正により創設された「指定管理者制度」（以下「制度」という。）

は、それまで公共団体等に限定されていた公の施設の管理を民間事業者等にも委ねることを可能にした

もので、民間等の能力や運営技術を活用することにより、市民サービスの向上や管理経費の節減などの

効果が期待される。 

本市の設置する公の施設において、すでに制度を導入している施設もあるが、設置目的の達成に向け

てより効果的・効率的な形態により管理していく必要がある。 

((((１１１１) ) ) ) 公公公公のののの施設施設施設施設    

 公の施設とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条において「住民の福祉を増進す

る目的をもってその利用に供するための施設」と規定され、地方公共団体が設置し、住民の福祉の向

上に欠かせない公共サービスを提供する施設であり、この利用については、公平性が確保されなけれ

ばならない。 

 

((((２２２２) ) ) ) 管理形態管理形態管理形態管理形態のののの判断判断判断判断基準基準基準基準    

公の施設の管理運営に当たり、所管部署では制度を導入するか、市で直営するか、どちらの形態を

採ることがより効果的・効率的であるかを次の判断基準に基づき検討する。 

    ア 制度を導入することが望ましいと判断される施設 

（ア）民間事業者等の能力や運営技術を活用することにより、サービスの向上や経費の節減が期

待できること。 

     （イ）民間事業者等が同様または類似するサービスを提供している、あるいは、民間事業者等も

行うことができる業務であること。 

（ウ）利用料金制を導入することにより、収益が期待できる施設であること。 

イ 直営が適当と判断される施設 

（ア）法律等により、民間事業者等が行うことに明確な制約があること。 

（イ）民間事業者等に当該施設の目的を達成できる能力や運営技術がないこと。 

（ウ）施設の性格等、行政で行わなければならない明確な理由があること。 

（エ）個別の業務委託により、直営のほうが効率的に管理できること。 

    

((((３３３３) ) ) ) 経営会議経営会議経営会議経営会議    

公の施設の管理ついて、所管部署での検討において制度を導入することが望ましいと判断された場

合は、経営会議での協議を経て制度導入の可否を決定する。    

    

２２２２    制度導入制度導入制度導入制度導入のののの基本基本基本基本方針方針方針方針    

（（（（１１１１））））指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの業務業務業務業務のののの範囲範囲範囲範囲    

指定管理者には、原則として施設の管理業務及び本市として当該施設で実施すべき事業に関する業

務を包括的に行わせる。 

ただし、施設の特性により、管理の一部分のみを行わせることができる。 
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（（（（２２２２））））指定管理者候補者指定管理者候補者指定管理者候補者指定管理者候補者のののの選定方法選定方法選定方法選定方法    

            ア 制度を導入するに当たっては、原則として市内に事務所（本社、支店、営業所、事務局等）を

有する団体の中から公募による選定を行う。ただし、市内に施設の適切な管理運営を行うための

技術や能力を有する団体がない又は公募による申請がなかった場合は、市外の団体も含めて公募

できる。 

イ 上記アの規定にかかわらず、次に掲げる場合は公募によらないことができる。 

（ア）施設の設置目的や性格、管理運営実績、事業の継続性、他施設との一体的な管理等を総

合的に勘案し、特定の団体を指定管理者に指定することが適切と認められる場合 

（イ）地域住民で組織する団体が管理運営することで、地域の主体的な活動の促進が期待でき

る地域密着型施設である場合 

（ウ）施設の管理運営上、早急に指定管理者を指定する必要がある場合 

 

（（（（３３３３））））指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指指指指定期間定期間定期間定期間    

ア 指定期間は、指定管理者による管理運営の実績や効果を定期的に検証する必要性と、指定管理

者のサービスの安定性・継続性の確保、リスク軽減などを総合的に勘案し、原則として５年とす

る。 

イ 福祉や医療サービス等を提供する施設であって、長期的に安定したサービスの提供が求められ

る場合は、１０年までの範囲で必要相当期間を設定することができる。 

ウ 上記によらず、特別な理由が認められる場合は、必要相当期間を設定することができる。 

 

（（（（４４４４））））指定管理者候補者指定管理者候補者指定管理者候補者指定管理者候補者のののの選定基準選定基準選定基準選定基準    

指定管理者候補者（以下「候補者」という。）の選定基準については、次に掲げる事項を共通事項

とし、施設の特性により必要な事項を追加する。 

ア 施設の設置目的に合致した管理運営が行われ、市民の平等利用が確保されること。 

イ 市民へのサービスの向上が図られること。 

ウ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の節減が図られるも

のであること。 

エ 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。  

オ 個人情報の取扱いを適正に行える体制が整備されていること。 

 なお、環境保護、障がい者雇用、地域活動への参加等の社会貢献活動の実績を有する団体の選定

にも配慮する。 

    

（（（（５５５５））））利用料金制利用料金制利用料金制利用料金制のののの導入導入導入導入    

ア 利用料金制は、利用料金を指定管理者の収入として施設管理経費を賄うもので、自主的な経営

努力を促す効果が期待できるため、利用料金収入と施設管理経費の収支バランスが取れる見込み

のある施設については、利用料金制を導入する。 

イ 利用料金のみでは採算が取れない施設であっても、指定管理者の経営努力による利用促進など

で収益が期待できる場合は、指定管理料との併用により利用料金制を導入する。 

        

（（（（６６６６））））指定管理料指定管理料指定管理料指定管理料    

    指定管理料は、人件費と物件費・一般管理費から利用料金（導入する場合）を差し引いて積算し、

募集の際に基準額として明示する。 
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                ア    人件費については、専門的な知識や経験を要する職員、一般事務職員、技能労務職員等業務の

実情に応じ、雇用条件が悪化することのないよう配慮して積算する。 

   イ 物件費・一般管理費については、これまでの運営水準を基準とし、新設の施設については、過

去の類似業務を参考に積算する。 

   ウ 指定管理料については、原則として指定議決時に債務負担行為を設定する。 

     

３３３３    制度導入制度導入制度導入制度導入のののの手続手続手続手続    

制度を導入するに当たっては、各施設の所管部署において条例の制定又は改正、公募、候補者の選定、

指定の議決、指定管理者の指定、協定の締結等の手続きを行う。 

（（（（１１１１））））条例条例条例条例のののの制定又制定又制定又制定又はははは改正改正改正改正    

公の施設の個々の条例において、指定管理者に管理を行わせる旨及び次の事項を規定する。 

ア 指定の手続き 

申請の方法や選定基準等を規定する。 

イ 管理の基準 

住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件（休館日、開館時間、使用制限の要

件等）のほか、個人情報の取扱いなど、施設の適正な管理運営の観点から必要な事項を規定する。 

なお、休館日や開館時間について、指定管理者の提案により設定する場合は、事前に市長又は

教育委員会（以下「市長等」という。）の承認を得る旨を規定する。 

ウ 業務の範囲 

  指定管理者に行わせる業務について、使用許可まで含めるかどうかを含め、管理運営業務の具

体的な範囲を施設の目的や態様などに応じて規定する。 

エ 利用料金制 

  利用料金制を導入する場合は、その収受に関すること及び利用料金は市の承認を得て定める旨

を規定する。 

 

（（（（２２２２））））公募公募公募公募のののの実施実施実施実施    

公募の実施に当たっては、募集要項を作成し、広く周知する。 

ア 募集の単位 

  募集は、施設ごとに行うこととするが、複数の施設を同一の指定管理者に管理させることが効

率的で適当であると判断される場合は、複数の施設を一括して募集を行うことができる。 

イ 募集要項に明示する事項等 

施設の概要（名称・規模・業務内容・平面図等）、施設管理に関する法令等、開館時間、休館

日、指定管理者が行う業務の範囲、業務仕様書、指定期間、応募資格、欠格条項、応募窓口、応

募期間、申請書・事業計画書様式、説明会の有無、応募方法、選定方法、選定基準、利用料金制

の有無、施設管理経費の取扱い、リスク分担、事故による損害賠償の取扱い等のほか、施設の特

性に応じて必要な事項を明示する。 

ウ 募集の実施については、公告、広報紙、市のホームページ及び活用可能な媒体によりできるだ

け広く周知する。 

エ 申請期間は少なくとも１か月は確保する。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。 

オ 欠格条項 

  次のいずれかに該当する団体は、指定管理者の申請をすることができない。 
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（ア）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当するもの 

（イ）市営建設工事等の競争入札における指名停止措置要綱（平成１８年告示第１０号）に基づ

き指名停止の措置を受けているもの 

    （市外の団体にあっては、岩手県及び所在地の地方公共団体の建設工事等に係る競争入

札における指名停止措置を受けているもの） 

（ウ）市税を滞納しているもの 

 （市外の団体にあっては、法人税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの） 

（エ）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含

む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員

等」という。）の統制の下にあるもの 

（オ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き、民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づく再生手続きを行っているもの 

       

（（（（３３３３））））公募公募公募公募によらないによらないによらないによらない場合場合場合場合のののの手続手続手続手続    

公募によらず特定の団体を選定する場合においても、募集単位や欠格条項は公募の場合と同様とし、

当該団体に対して募集要項を示し、１５日以上の期間を設けて申請書類の提出を受ける。 

また、公募せずに選定しようとする理由と団体の名称を市のホームページで公表する。 

 

（（（（４４４４））））候補者候補者候補者候補者のののの選定選定選定選定    

指定管理者候補者（以下「候補者」という。）の選定のため、募集単位又は類似施設単位ごとに指

定管理者候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、選定委員会の組織及び運営に

関し必要な事項は、指定管理者候補者選定委員会設置要領において別に定める。 

ア 選定委員会の委員 

選定委員会の委員は総務部長、政策推進部長の職にある者をもって充てるほか、必要に応じ、

対象施設を所管する部署の職員を充てることができる。 

さらに、外部委員を委員全体の半数以上入れることを原則とし、透明性、専門性の確保に努

める。ただし、申請者の役職員又は利害関係者等、公正な審査を期する上で支障が生じ得ると

認められる者は、選定委員会の委員となることができない。 

イ 審査結果の報告と選定 

  選定委員会は選定基準に基づき審査を行い、市長等に報告する。 

市長等は選定委員会からの報告に基づき選定を行い、選定後は全ての申請者に対して選定結果

を通知する。ただし、申請者からの問い合わせに対し、他の申請者の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれのある事項は、公表しない。 

 

（（（（５５５５））））指定指定指定指定のののの議決議決議決議決    

市長等が指定管理者を指定しようとするときは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、

議会の議決を経なければならない。 

議決すべき事項は、次のとおりである。 

ア 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

イ 指定管理者となる団体の名称 

ウ 指定の期間 
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（（（（６６６６））））指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定    

ア 指定の議決後、指定管理者の指定を文書により行う。 

イ 指定管理者の指定を行った場合は、速やかに告示するとともに、次に掲げる事項を市のホーム

ページにおいて公表する。 

 (ア)  指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

 (イ) 指定管理者となる団体の名称 

(ウ) 指定管理者が行う業務内容 

(エ) 指定管理者の選定理由 

(オ) 選定委員会の名称及び委員氏名 

(カ) 指定の期間 

ウ 指定管理者の指定を行った場合は、公の施設の管理運営からの暴力団排除に関する合意書３に

基づき、花巻警察署長に通知する。 

 

（（（（７７７７））））協定協定協定協定のののの締結締結締結締結等等等等    

ア 市と指定管理者は、施設の特性に応じて必要な事項を協議により取り決め、基本協定を締結す

る。協定で定める事項の例を次のとおりとする。 

(ア) 具体的な管理運営業務の内容に関する事項  

(イ) 指定管理者が実施する自主事業に係る協議に関する事項  

(ウ) 再委託に関する事項  

(エ) 利用料金の取扱いに関する事項 （利用料金制を導入する場合） 

(オ) 事業報告書の提出に関する事項  

(カ) 指定管理料に関する事項  

(キ) 物品等の帰属に関する事項 

(ク) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項  

(ケ) 個人情報保護に関する事項  

(コ) 情報公開に関する事項 

(サ) 事故及び損害の賠償に関する事項 

(シ) 苦情処理に関する事項 

(ス) 事務引継に関する事項 

(セ) 指導及び助言並びに事業協力に関する事項 

(ソ) 留意及び協議に関する事項 

(タ) リスク分担に関する事項 

イ 年度ごとに定める事項は、年度協定を締結する。 

ウ 制度を導入した場合は、原則として当該施設における業務を指定管理者が包括的に行うことと

なるが、清掃、警備等の個々の業務を専門業者に委託することを妨げない。 

再委託を行う場合は、文書により市長等の承認を得ることとするが、使用許可権限や管理に関

する主体的な業務を再委託することはできない。 

エ 利用料金制を導入せず、使用料の徴収事務を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者の業務

とは別に、地方自治法施行令第１５８条第１項に基づく委託契約を締結し、告示する。 
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４４４４    制度導入後制度導入後制度導入後制度導入後のののの対応対応対応対応    

((((１１１１) ) ) ) 事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書のののの提出提出提出提出    

指定管理者が毎年度終了後、市に提出する事業報告書の内容については、管理業務の実施状況や利

用状況、料金収入の実績や管理経費等の収支状況、当該施設を利用した自主事業の実施状況、アンケ

ートや意見箱等で寄せられた利用者の意見等とし、別記様式第１号によるものとする。    

なお、必要により月毎の業務報告を求めることができる。 

また、提出された事業報告書等により、指定管理者の業務及び当該施設を利用して行った自主事業

について評価を行い、次年度以降の管理業務に反映させる。 

 

((((２２２２) ) ) ) 報告報告報告報告、、、、実地調査実地調査実地調査実地調査、、、、指示指示指示指示    

市は、指定管理者による施設の適正な管理の確保のため、業務が協定書に沿って行われているかど

うかを管理開始時及び定期的に確認し、必要な指示を行う。確認は、指定管理者からの管理業務や経

理の状況に関する報告や実地調査により行い、その結果を指定管理者の業務に関する評価に反映させ

る。 

また、調査等により指定管理者が暴力団員等に関係している旨の情報を得た場合、市は花巻警察署

と連携し、適切な対応を図る。 

 

（（（（３３３３））））利用者等利用者等利用者等利用者等からのからのからのからの苦情苦情苦情苦情へのへのへのへの対応対応対応対応    

ア    指定管理者が行った利用許可・不許可に対する不服申立てについては、地方自治法第２４４条

の４の規定に基づき、全て市長が受けることとなる。 

イ    施設の管理状況やサービス内容に対する苦情については、第一義的に指定管理者が対応すべき

ものであり、指定管理者は適切な苦情処理を行う体制を整備する必要があることから、指定管理

者の選定に当たっては、この点にも留意する。 

また、苦情の内容によっては、市においても施設の設置者としての責任があることから、各施

設所管部署においては指定管理者の苦情処理対策を常に把握し、必要により苦情処理にあたる。 

                                           

    ((((４４４４))))    施設内施設内施設内施設内においてにおいてにおいてにおいて事故事故事故事故があったがあったがあったがあった場合場合場合場合のののの損害賠償請求等損害賠償請求等損害賠償請求等損害賠償請求等のののの対応対応対応対応    

ア 公の施設そのものの瑕疵や施設管理において通常有すべき安全性が欠けていたことが原因で利

用者が損害を受けた場合には、国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第２条の規定により、

設置者である市に損害賠償義務が生じることから、各施設所管部署においては常に施設の破損状

況等の把握を行う。 

イ 指定管理者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合は、指定管理者が損害を賠償するこ

と、市がその損害を賠償した場合においては、市が指定管理者に対し求償権を有すること、指定

管理者の賠償能力を担保するために施設賠償保険の加入を義務付けることを募集要項に明記し、

協定書においてもその旨を規定する。 

      

((((５５５５) ) ) ) 指定指定指定指定のののの取消取消取消取消しししし    

ア 指定管理者が指示に従わないとき、管理を継続することが適切でないと認めるときは、指定の

取消し、業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

ただし、指定の取消し、業務の停止ができるのは、指定管理者の責めに帰する事由がある場合

であり、市側が一方的な事由により指定の取消し、業務の停止を行うことはできない。 
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イ 指定管理者の取消し等を行った場合は、各所管部署において速やかに告示するとともに、公の

施設の管理運営からの暴力団排除に関する合意書３に基づき、花巻警察署長に通知する。 

 

((((６６６６) ) ) ) 指定期間指定期間指定期間指定期間のののの満了満了満了満了    

ア 指定期間が満了すると指定の効力が失われるため、施設の所管部署では、指定期間の最終年度

において、指定管理者による履行実績の評価に基づき、制度導入の効果を検証しながら指定期間

満了後の管理形態について検討を行う。 

イ 制度を継続することとなった場合は、導入時と同様の手順で指定管理者を指定し、直営にする

こととなった場合は施設の条例改正を行う。 

５５５５    そのそのそのその他他他他のののの事項事項事項事項    

        指定管理者の選定に関し、この指針に規定する事項の他に必要な事項は、所管部署において適宜定め

ることができる。    

        また、本指針を運用するうえで必要な書類等の様式は別に定める。 
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様式第１号 

平成  年度      施設 事業報告書 

  年  月  日 

 

指定管理者 
所在地 

名称及び代表者 

指定管理施設名 
 

指定管理協定期間   年  月  日から    年  月  日 

事業報告期間   年  月  日から    年  月  日 

 

１ 職員体制（指定管理施設の管理に従事した職員） 

職名 氏 名 主な所掌業務 

   

   

   

   

 

２ 施設管理・運営状況 

（1） 施設維持管理業務実績（複数の施設がある場合は施設ごとに記入すること） 

作業内容 実施日 内容 

清掃   

保守・点検   

保安・警備   

施設維持補修   

その他   

 

 （2） 主な事業・イベント 

事業・イベント名 開催月日 参加者(人) 内容 

    

    

    

    

    

 ※ 施設の維持管理業務のみを行う施設は記入不要 

 

 （3） 利用状況 

施設名 利用状況 報告年度 前年度 
前年度比 

(%) 

翌年度 

計画 

 
開館日数(日)     

利用日数(日)     
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利用者数(人)     

使用料(円)     

 うち減免額     

 

開館日数(日)     

利用日数(日)     

利用者数(人)     

使用料(円)     

 うち減免額     

 ※ 施設の利用形態に応じて適宜様式は変更すること。 

 

 （4） 業務の再委託の状況 

委託業務名 業務内容 契約金額(円) 業者名 

    

    

    

    

 

 （5） 管理経費の収支状況（施設の決算状況に応じて適宜様式は変更すること。） 

 【収入】 

項目 計画額(円) 決算額(円) 決算額の内訳 

    

    

    

収入合計(Ａ)    

 

 【支出】 

項目 計画額(円) 決算額(円) 決算額の内訳 

    

    

    

支出合計(Ｂ)    

収支(Ａ)－(Ｂ)    

 

 （6） 施設管理の効率性(収入増加、経費低減)や適正な管理運営に関する取り組み 

内容 取り組み状況 
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３ 利用者の満足度 

 （1） 利用者からの意見・苦情等への対応 

月日 

口頭・電話・

意見箱等の区

分 

利用者からの意見・苦情等の内容 対応 

    

    

 

 （2） 利用者アンケート・ニーズ等の調査結果 

調査実施内容 

調査年月日   年  月  日 

調査方法  

調査対象数  

調査結果 

調査分野 

回答内容 

と て も

よい 
よい 普通 

あまりよ

くない 
悪い 無回答 

人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 

施設管理状況             

利用条件             

職員対応状況             

催し・展示等             

サービス全般             

利用者からの意見等  

※ 実際の調査項目に応じて、適宜様式を変更すること。 

 

（3） 利用者等の意見を踏まえた改善事項 

内容 改善事項 実施時期 

   

   

 

４ 個人情報の取り扱い 
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５ 指定管理者から考えられる当該施設の課題・問題点 

 

 

６ その他管理全般において特筆する内容 

 

 

 

 


